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作 業 名

費　目 工　　　種 種　　別 単位 数　量 数量増減 金 額 増 減

作業費

機械設備工

直接費 1

直接経費 1

諸経費 1

作業価格

消費税及び

地方消費税 1

相当額

作業費計

内 訳 書 （ 総 括 ）

ろ過池表洗管修繕（蹴上浄水場）

金　　額 摘　　　要

式

式

式

式
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作業名

費目・種別 細　　別 形状・寸法 単位 数量増減 金 額 増 減

作業費

直接費

材料費
フランジパッキン 250A 10K 枚 10

全面 EPDM

小　　計

補助材料費 式 1

小　　計

計

労務費
表洗配管フランジ部 箇所 10

パッキン取替

計

　　　内 訳 書

ろ過池表洗管修繕（蹴上浄水場）

数　量 単　　価 金　　額 摘　　要

(直接材料費)

(補助材料費)

[材料費]

[労務費]
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作業名

費目・種別 細　　別 形状・寸法 単位 数量増減 金 額 増 減

　　　内 訳 書

ろ過池表洗管修繕（蹴上浄水場）

数　量 単　　価 金　　額 摘　　要

直接費計

直接経費

直接経費
作業足場 式 1

直接経費計

計（請負原価）

諸経費

諸経費 式 1

諸経費計

作業価格

直接費

直接経費

諸経費
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作業名

費目・種別 細　　別 形状・寸法 単位 数量増減 金 額 増 減

　　　内 訳 書

ろ過池表洗管修繕（蹴上浄水場）

数　量 単　　価 金　　額 摘　　要

消費税及び
地方消費税 式 1

相当額

作業費計

 0013898_01 京 都 市 上 下 水 道 局
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１ 共通事項 

本仕様に記載のない事項については令和７年１２月版の「水道部施設課 作業一般仕様書 

（委託）」による。 

なお、「水道部施設課 作業一般仕様書（委託）」は水道部施設課で配布する。 

 

２ 作業概要 

本作業は、蹴上浄水場の急速ろ過池表洗配管フランジ部のパッキンが経年劣化しているため、

取替作業を行うものである。 

 

３ 作業場所 

京都市東山区粟田口華頂町３番地  蹴上浄水場 

 

４ 完成期限 

  令和９年３月１２日とする。 

 

５ 作業内容 

（１） 急速ろ過池３池（計１０か所）の表洗配管フランジ部について、別紙１に示す部品を 

取替えること。 

（２） 取替作業後に試運転を実施し、漏水等の不具合がないことを確認すること。 

     なお、試運転で不具合が発生した場合は、受注者の責任において適切に対処すること。 

 

６ その他 

（１） 作業日程及び作業手順等については、事前に監督員と十分な打合せを行うこと。 

（２） 作業に要する工具類は、受注者の負担により準備すること。また、本仕様書に明記され 

ない事項に関しても、運転上整備が必要であると認められる場合は、監督員と十分な協 

議を行い、軽易なものについては受注者負担にて施工するものとする。 

（３） 作業場所は浄水施設内のため、油脂類が漏れないよう十分注意して行うこと。 

（４） 作業終了後は、速やかに後片付け及び清掃を十分行うこと。 

（５） 取替後のパッキンについては浄水場保管とし、監督員が指示する場所に保管すること。 

（６）  本作業の施工にあたって次の条件に該当するものについては検便を実施し、保菌検査

（検便）成績書を提出すること。 

ア  浄水施設及び配水施設内において、池内での作業を行うもの 

イ  同一人が最初に入場する日から起算して 1か月以内に１１日以上入場するもの 

（７） 検便の検査項目は、水道法（昭和 32年法律第 177号）第 21条に定める消化器系伝染病 

（赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌）病原体成績書を提出すること。



別紙１ 

 

取替部品一覧（ろ過池表洗管修繕） 

 

   

 

 

名称 仕様 数量 単位 備考 

パッキン 250Ａ 10Ｋ  全面ＥＰＤＭ 10 枚  



 

蹴上浄水場平面図 

ポンプ室 

排水処理施設 作業場所 



　　 　急速ろ過池　　　

　　 池内　平断面図  　
　

７号池



　　 　急速ろ過池　　　

　　 池内　平断面図  　
　

１３号池



　　 　急速ろ過池　　　

　　 池内　平断面図  　
　

１４号池


